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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＰＯＮシステムにおいてバースト信号同士の時
間間隔を広げることなく、各光バースト信号のプリアン
ブル部分を補完することができる光信号中継装置および
制御方法を提供する。
【解決手段】受信した光バースト信号をバースト受信信
号に変換する光／電気変換モジュール７１において、ひ
とつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリ
セット時間Ｔrstが経過した後、次のバースト受信信号
の検出を始める信号検出部と、バースト受信信号を蓄積
して遅延させ、当該遅延されたバースト受信信号を出力
する遅延バッファ部７３と、所定の時間にわたって、連
続バースト受信判定信号を出力する連続バースト信号受
信判定部７２とを備える。連続バースト受信判定信号が
存在する期間にわたって、バッファ部から出力される遅
延されたバースト受信信号の同期パターンを、同期パタ
ーン信号に切り替えるように制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光バースト信号の中継をする光信号中継装置であって、
　受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換する光／電気変換モジュールと、
　前記光／電気変換モジュールにより変換された前記バースト受信信号を検出している期
間中、ＳＤ信号を出力する信号検出部であって、ひとつのバースト受信信号の終了を検出
すれば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始める前記信
号検出部と、
　前記光／電気モジュールから出力される前記バースト受信信号を蓄積して遅延させ、当
該遅延されたバースト受信信号を出力する遅延バッファ部と、
　光バースト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持している同期パターン
保持部と、
　前記遅延バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号と、前記同期パターン
保持部が保持している同期パターン信号との切替を行う切替部と、
　前記切替部の切替えを制御するタイミング制御部と、
　前記切替部によって切替えられた出力信号を、光バースト信号に変換する電気／光変換
器とを備え、
　前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのＳＤ信号の終了後、次のＳＤ信号が前記リセ
ット時間経過時に検出されていると判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト
受信判定信号を出力する連続バースト信号受信判定部をさらに備え、
　前記タイミング制御部は、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、
前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、前記同期
パターン信号に切り替えるように前記切替部を制御するものである、光信号中継装置。
【請求項２】
　前記連続バースト信号受信判定部が連続バースト受信判定信号を出力する所定の時間は
、前記リセット時間が経過して最小のバースト間隔を確保するための時間が経過した後で
ある、請求項１に記載の光信号中継装置。
【請求項３】
　前記遅延バッファ部はさらに、前記信号検出部から出力されるＳＤ信号を蓄積して遅延
させ、当該遅延されたＳＤ信号を出力し、
　前記切替部は、前記遅延されたＳＤ信号が存在する期間と、前記連続バースト受信判定
信号が存在する期間の両方にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバース
ト受信信号を、前記同期パターン信号に切り替えるものである、請求項１又は請求項２に
記載の光信号中継装置。
【請求項４】
　連続バースト信号受信判定部は、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのＳＤ信号の
終了後、次のＳＤ信号が前記リセット時間経過時に検出されなかった場合、前記連続バー
スト受信判定信号を出力しない、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の光信号中
継装置。
【請求項５】
　前記遅延バッファ部がバースト受信信号を遅延させる時間は、少なくとも前記リセット
時間である、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の光信号中継装置。
【請求項６】
　前記連続バースト信号受信判定部が連続バースト受信判定信号を出力する所定の時間は
、前記次のＳＤ信号が検出された後、さらに、リセット時間までの範囲で設定される、請
求項１から請求項５のいずれか１項に記載の光信号中継装置。
【請求項７】
　光バースト信号の中継をする光信号中継方法であって、
　受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換し、
　前記変換されたバースト受信信号を検出し、ひとつのバースト受信信号の終了を検出す
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れば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始め、その検出
している期間中、ＳＤ信号を出力し、
　前記変換されたバースト受信信号を蓄積して遅延させ、
　前記光バースト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持し、
　前記遅延されたバースト受信信号と、前記保持している同期パターン信号との切替を行
い、
　前記切替えられた出力信号を光バースト信号に変換する、中継方法であって、
　前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのＳＤ信号の終了後、次のＳＤ信号が前記リセ
ット時間経過時に検出されたと判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信
判定信号を出力し、
　前記連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、前記バッファ部から出力さ
れる遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、前記同期パターン信号に切り替える
、中継方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＯＮ（Passive Optical Network）システムにおいて局側装置（ＯＬＴ）
と宅側装置（ＯＮＵ）との間の光信号を、光／電気モジュールで光／電気変換した後に、
再び電気／光モジュールで光信号に変換して中継する光中継装置に関するものであり、特
に宅側装置（ＯＮＵ）から局側装置（ＯＬＴ）への光バースト信号の中継技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光加入者線局側装置ＯＬＴ（Optical Line Terminal；以下「局側装置」という）と、
複数の光加入者線終端装置ＯＮＵ（Optical Network Unit；以下「宅側装置」という）と
の間を、光ファイバ通信ネットワークを介して、双方向通信する光通信システムがある。
　この光通信システムにおいて、局側装置ＯＬＴと各宅側装置ＯＮＵとの間を、それぞれ
光ファイバで放射状に結んだ（Single Star）光ファイバ通信ネットワークが構築され、
実用化されている。このネットワークの構成では、システムや通信機器などの構成は簡単
になるが、１つの宅側装置ＯＮＵが、一本の光ファイバを占有しており、局側装置ＯＬＴ
にこの光ファイバを直接配線接続しなければならない。よって、宅側装置ＯＮＵがＮ局あ
れば、局側装置ＯＬＴから直接配線接続される光ファイバがＮ本必要となり、光通信シス
テムの低価格化を図るのが困難である。
【０００３】
　そこで、局側装置ＯＬＴから配線接続される１本の光ファイバを、複数の宅側装置ＯＮ
Ｕで共有する光通信システムとして、ＰＯＮ（Passive Optical Network）システムが実
用化されている。
　このＰＯＮシステムでは、特に外部からの電源供給を必要とせずに入力された信号を受
動的に分岐・多重する受動型光分岐器（以下、単に「光カプラ」ともいう）と、局側装置
ＯＬＴとが光ファイバを介して接続されている。さらに光カプラで分岐された光ファイバ
が、宅側装置ＯＮＵの数に合わせて備えられている。
【０００４】
　局側装置ＯＬＴとＮ局の宅側装置ＯＮＵとは、光ファイバ及び光カプラを介して接続さ
れた１対Ｎの伝送を基本としている。これにより、１つの局側装置ＯＬＴに対して、多く
の宅側装置ＯＮＵを割り当てることができ、全体的な設備コストを抑えることができる。
　このようなＰＯＮシステムでは、１つの宅側装置ＯＮＵから局側装置ＯＬＴに向かって
、多数の０と１とを含むひとかたまりの信号（光バースト信号という）が伝送される。他
の宅側装置ＯＮＵからも、光バースト信号が伝送される。局側装置ＯＬＴは、これらの光
バースト信号が時間的に競合しないように、各宅側装置ＯＮＵに対して、光バースト信号
を送出する時間スロットを割り当てている。すなわち、各光バースト信号は、時分割方式
で多重化されて、局側装置ＯＬＴまで伝送される。
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【０００５】
　一方、宅側装置ＯＮＵから局側装置ＯＬＴまでの距離が長い場合、光バースト信号の減
衰を補うため、光信号を光／電気モジュールでバースト受信信号に変換し、再び電気／光
モジュールで光変換して中継することが行われている。この中継装置を「光信号中継装置
」という。
　光バースト信号には同期ビット部がプリアンブル（ペイロード）として設けられている
。この同期ビット部は本来、局側装置ＯＬＴの光バースト信号受信回路が使用するために
設けられている。
【０００６】
　光信号中継装置では、局側装置ＯＬＴの光バースト信号受信回路の動作に支障がないよ
うに、同期ビット部を正確に再現して中継する必要がある。
　光信号中継装置でプリアンブルのビット情報の再現が不正確になることがある。光信号
中継装置でプリアンブルのビット情報の再現が不正確になると、局側装置ＯＬＴの光バー
スト信号の受信に支障をきたす恐れがある。
【０００７】
　そこで、光バースト信号を中継する際のバースト信号受信時に、バースト信号のプリア
ンブルを、その先頭位置から補完して中継する技術が提案されている（特許文献１参照）
。
　ところで、前述したバースト信号のプリアンブルを補完する技術では、光信号中継装置
で受信される１つの光バースト信号の始まりの時点を正確に把握する必要がある。この光
バースト信号の始まりの時点を検知するのは、光信号中継装置内に設置された光／電気モ
ジュールの役割である。
【０００８】
　すなわち、光／電気モジュールの光検出素子の後段に設置された後置増幅器(ポストア
ンプ、比較器）にピークホールド回路が設置されていて（特許文献２参照）、ピークホー
ルド回路によってバースト受信信号の振幅の立ち上がりを検出することで、高速に（光信
号中継装置内の受信器がバースト信号を再生して同期が確立するよりも早い時点で）バー
スト信号の先頭を検出でき、このタイミングに基づき、プリアンブルを補完することがで
きる。
【０００９】
　また、バースト信号の終了を検出したことに基づいてピークホールド回路をリセットす
るリセット回路も、次のバースト信号の受信態勢に入るために、必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第4761135号公報
【特許文献２】特許第4172475号公報
【特許文献３】特許第5056909号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前記リセット回路は、バースト信号のパターンをモニタして、バースト信号の終了を検
出し、リセット信号を生成する。具体的には、０信号の連続（ＧＥ－ＰＯＮの場合）やバ
ースト終了デリミタ（１０Ｇ－ＥＰＯＮの場合）に基づいてバースト信号の終了を検出し
て、リセット信号を生成する。
　前記リセット回路がバースト信号の終了を検出してリセット信号を生成し、解除するま
での時間、すなわちピークホールド用キャパシタに蓄積された電荷を放電するための時間
（リセット時間）が設定される。
【００１２】
　リセット時間はピークホールド回路だけでなく、ピークホールド回路の前段にある前置
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増幅器(プリアンプ)や交流結合回路のバースト信号に対する応答を考慮して設定する必要
がある。ピークホールド回路しか考慮されていないと、次のような不都合がある。すなわ
ちバースト信号の終了に基づき、ピークホールド回路をリセットしても、前段にある前置
増幅器(プリアンプ)や交流結合回路に電荷が残っているため、残った電荷が次のバースト
信号と誤検出されてしまうおそれがある。
そこで、リセット時間は前置増幅器(プリアンプ)や交流結合回路の電荷が放電する時間よ
りも長く設定する必要がある。
【００１３】
　リセット時間は、前置増幅器(プリアンプ)や交流結合回路の電荷が放電する時間よりも
長いという条件さえ満たしていれば、短いほうがよいが（つまり前置増幅器や交流結合回
路の電荷が放電する時間と同じか、それより少し長い程度でよい）、最近では、ＰＯＮシ
ステムの符号化方式として、IEEE802.3av 10G-EPONで64B/66B符号が採用されており、こ
れは従来のIEEE802.3ah GE-PONの8B/10B符号とは違って、符号０と符号１のバランス（マ
ーク率）の偏りがある程度許容されている。このため、前置増幅器（プリアンプ）や交流
結合回路の応答を遅く設定したほうよい。
【００１４】
　なお、特許文献３には、10G-EPONで使用している64B/66B符号で符号化された信号を受
信する際の0信号、1信号の偏り（ベースラインワンダ）に関する記述がある。
　このため、10G-EPONではGE-PONよりも長いリセット時間が必要になる。
　この場合問題となるのは、隣接するバースト信号が短い時間間隔で入ってきた場合であ
る。前に入ってきたバースト信号がリセットされないまま次のバースト信号が入ってきて
、リセット時間中、信号検出ができないので、次のバースト信号の先頭付近のビットを大
きく欠損してしまう。これでは前記特許文献１記載のプリアンブルを補完する技術を適用
しようとしても、光バースト信号のプリアンブルの途中からの補完はできるかもしれない
が、プリアンブルの先頭付近からの補完が困難になる。
【００１５】
　次のバースト信号が入ってくるのを遅らせることも考えられるが、ＰＯＮシステム全体
として、隣接するバースト信号同士の時間間隔（ギャップ）を広げなければならなくなり
、ネットワーク帯域の利用効率が低下してしまう。
　本発明は、かかる実情に鑑み、ＰＯＮシステムにおいてバースト信号同士の時間間隔（
ギャップ）を広げることなく、中継装置に光バースト信号が続いて入ってきても、それぞ
れの光バースト信号のプリアンブルを極力多く補完できる光信号中継装置および中継方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の光信号中継装置は、受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換する光
／電気変換モジュールと、前記光／電気変換モジュールにより変換された前記バースト受
信信号を検出している期間中、信号検出(Signal_Detection)信号（以下、ＳＤ信号と表記
）を出力する信号検出部であって、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定
のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始める前記信号検出部と、
前記光／電気モジュールから出力される前記バースト受信信号を蓄積して遅延させ、当該
遅延されたバースト受信信号を出力する遅延バッファ部と、前記光バースト信号の同期パ
ターンを、同期パターン信号として保持している同期パターン保持部と、前記遅延バッフ
ァ部から出力される遅延されたバースト受信信号と、前記同期パターン保持部が保持して
いる同期パターン信号との切替を行う切替部と、前記切替部の切替えを制御するタイミン
グ制御部と、前記切替部によって切替えられた出力信号を、光バースト信号に変換する電
気／光変換器とを備え、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのＳＤ信号の終了後、次
のＳＤ信号が前記リセット時間経過時に検出されたと判定した場合、所定の時間にわたっ
て、連続バースト受信判定信号を出力する連続バースト信号受信判定部をさらに備え、前
記タイミング制御部は、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、前記
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バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、前記同期パタ
ーン信号に切り替えるように前記切替部を制御するものである。
【００１７】
　前記光信号中継装置によれば、以下のような作用が得られる。受信した光バースト信号
をバースト受信信号に変換し、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリ
セット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始め、その検出している期間中
、ＳＤ信号を出力し、前記変換されたバースト受信信号を蓄積して遅延させ、前記光バー
スト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持し、前記遅延されたバースト受
信信号と、前記保持している同期パターン信号との切替を行い、前記切替えられた出力信
号を光バースト信号に変換する場合に、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのＳＤ信
号の終了後、次のＳＤ信号が前記リセット時間経過時に検出されていると判定した場合、
所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号を出力し、前記連続バースト受信判定
信号が存在する期間にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信
信号の同期パターンを、前記同期パターン信号に切り替えることができる。
【００１８】
　この作用により、ひとつの光バースト信号の終了後、次の光バースト信号が、前記リセ
ット時間経過前に入ってきた場合（本明細書では連続受信ということがある）でも、遅延
バッファリングと、連続バースト受信判定信号とを利用して、次のバースト信号の頭の部
分から同期パターン信号で補完することができる。
　前記連続バースト信号受信判定部が連続バースト受信判定信号を出力する所定の時間は
、前記リセット時間が経過して最小のバースト間隔を確保するための時間が経過した後で
あることが好ましい。最小のバースト間隔を確保することができ、ＰＯＮシステムの局側
装置（ＯＬＴ）の処理がやりやすくなる。
【００１９】
　前記遅延バッファ部はさらに、前記信号検出部から出力されるＳＤ信号を蓄積して遅延
させ、当該遅延されたＳＤ信号を出力し、前記切替部は、前記遅延されたＳＤ信号が存在
する期間と、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間の両方にわたって、前記バッ
ファ部から出力される遅延されたバースト受信信号を、前記同期パターン信号に切り替え
るものであれば、ＳＤ信号が検出される前の部分も補完することができる。
【００２０】
　連続バースト信号受信判定部は、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのＳＤ信号の
終了後、次のＳＤ信号が前記リセット時間経過時に検出されなかった場合、前記連続バー
スト受信判定信号を出力しないようにする。この場合、次に入ってきたバースト受信信号
のうち、ＳＤ信号が検出された後の部分を補完することができる。なお、バースト信号が
連続していない場合にＳＤ信号が検出される前の部分を補完して中継すると、中継装置よ
りも局側装置（ＯＬＴ）側でバースト信号が衝突してしまうおそれがある。
【００２１】
　前記遅延バッファ部がバースト受信信号を遅延させる時間は、少なくとも前記リセット
時間であることが好ましい。ＳＤ信号の終了後、次のＳＤ信号が、前記リセット時間経過
前に入ってきた部分を遅延時間分だけ補完することができる。
　なお、この遅延時間の上限はプリアンブル時間とすることが好ましい。プリアンブル時
間より長ければ、ＳＤ信号のタイミングに基づいて処理する必要はなく、データ区間の先
頭を見つけて、そのタイミングに応じて処理することができるからである。
【００２２】
　前記連続バースト信号受信判定部が連続バースト受信判定信号を出力する所定の時間は
、前記次のＳＤ信号検出された後、さらに、リセット時間までの範囲で設定されることが
好ましい。これにより、連続バースト受信判定信号を出力する時間分だけ、ＳＤ信号より
前の部分を補完することができる。なお、この時間をリセット時間より長く設定すると、
前のバースト信号と衝突してしまうことがある。
【００２３】
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　本発明の中継方法は、前記前記光信号中継装置に係る発明と実質同一発明に係るもので
ある。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、中継装置に光バースト信号が連続して入ってきても、あとに入ってき
た光バースト信号のプリアンブル部分を極力多く補完することができるという効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】局側装置ＯＬＴと複数の宅側装置ＯＮＵとを、光ファイバで接続した光通信シス
テムの構成例を示す概略図である。
【図２】時分割方式を用いて、各宅側装置ＯＮＵから光ファイバを介して局側装置ＯＬＴ
へ送られる、上り光フレーム信号の光バースト伝送を示す模式図である。
【図３】光信号中継装置の構成を示すブロック図である。
【図４】光／電気モジュールの詳細な内部構成を示すブロック図である。
【図５】ポストアンプの詳細な内部構成を示すブロック図である。
【図６】光信号中継装置内の各部の信号波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１は、局側装置ＯＬＴと複数の宅側装置ＯＮＵとを、光ファイバで接続した光通信シ
ステム１の構成例を示す概略図である。
　光通信システム１は、制御局側局舎に備えられる局側装置ＯＬＴ２と、複数の加入者宅
に備えられる宅側装置ＯＮＵ３ａ，３ｂ，．．．（以下、総称するときは「宅側装置ＯＮ
Ｕ３」という）と、局側装置ＯＬＴ２に接続された幹線光ファイバ４ａ及び各宅側装置Ｏ
ＮＵ３に接続された支線光ファイバ４ｂ（以下、総称するときは「光ファイバ４」という
）と、幹線光ファイバ４ａと複数の支線光ファイバ４ｂとを接続するための光カプラ５と
、幹線光ファイバ４ａの途中に挿入された光信号中継装置７を備えている。
【００２７】
　宅側装置ＯＮＵ３は、各加入者が光ネットワークサービスを享受するための装置であり
、加入者宅内に設置されている。宅側装置ＯＮＵ３は、パーソナルコンピュータ（以下、
単にＰＣという）９などの端末装置に接続される。
　光カプラ５は、外部からの電源供給を特に必要とせず、一方に接続された光ファイバ４
から入力される信号を、受動的に分岐・多重化して、他方に接続された光ファイバ４に出
力することができるスターカプラで形成されている。これにより、１つの局側装置ＯＬＴ
２に対して、多くの宅側装置ＯＮＵ３を割り当てることができ、全体的な設備コストを抑
えることができる。
【００２８】
　局側装置ＯＬＴ２及び宅側装置ＯＮＵ３を含むこの光通信システム１は、例えば、ギガ
ビットイーサネット（登録商標）（Gigabit Ethernet）技術を取り込み、光ファイバを用
いた１．２５Ｇｂｐｓの通信速度のアクセス区間通信を実現するＧＥ－ＰＯＮ（Gigabit 
Ethernet-Passive Optical Network; IEEE802.3ah）システムを構築している。しかしＧ
Ｅ－ＰＯＮにかぎらず、他のＰＯＮシステムを採用することも可能である。例えば、１０
Ｇ－ＥＰＯＮ(IEEE802.3av）システムを採用してもよい。
【００２９】
　このＧＥ－ＰＯＮシステム又は１０Ｇ－ＥＰＯＮシステムに従えば、局側装置ＯＬＴ２
と宅側装置ＯＮＵ３とは、可変長なフレームを単位として、相互の通信を行う。このフレ
ームは、サンプリング・データを含む同期ビット部と、６４バイト以上のデータ部とを有
している。
　以下、宅側装置ＯＮＵ３と局側装置ＯＬＴ２との信号の、下り方向と上り方向との信号
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の送受信手順を説明する。
【００３０】
　まず、インターネット網などの上位のネットワークから宅側装置ＯＮＵ３へ向けて送ら
れる下り方向の信号の流れを説明する。
　上位のネットワークから信号を受け取った局側装置ＯＬＴ２において、中継されるべき
論理リンクを特定するために、所定のブリッジ処理が行われる。このとき、局側装置ＯＬ
Ｔ２は、フレーム信号に、論理リンク識別子を含む同期ビット部やＰＯＮヘッダなどの情
報を付加し、光信号に変換して、幹線光ファイバ４ａに送る。
【００３１】
　この下りの光信号は、特定の宅側装置ＯＮＵ３を指定した送信信号と、宅側装置ＯＮＵ
３を指定しないアイドル信号との組み合わせで構成されており、途絶えることのない連続
信号となっている。
　幹線光ファイバ４ａに送られた光信号は、光信号中継装置７を通り、光カプラ５で分岐
され、各支線光ファイバ４ｂを介して、各宅側装置ＯＮＵ３に送られる。このとき、当該
論理リンクを備えている宅側装置ＯＮＵ３のみが、所定の光信号を取り込むことができる
。そして、当該フレーム信号を取り込んだ宅側装置ＯＮＵ３は、宅内ネットワークインタ
フェースを中継し、ＰＣ９などの端末装置にデータを送る。
【００３２】
　次に、各宅側装置ＯＮＵ３からインターネット網などの上位のネットワークへ向けて送
られる上り方向の信号の流れを説明する。
　各ＰＣ９からのデータは、各宅側装置ＯＮＵ３を介して、光バースト信号に変換される
。光バースト信号を構成するビットの伝送レートは、例えばＧＥ－ＰＯＮの場合１．２５
Ｇｂｐｓ、１０Ｇ－ＥＰＯＮの場合１０．３１２５Ｇｂｐｓである。
【００３３】
　これらの光バースト信号は各支線光ファイバ４を介して送信され、光カプラ５を介して
、幹線光ファイバ４ａ上をそれぞれの光バースト信号が、多重化されて送られる。
　このとき、これらの光バースト信号は、互いに時間的に競合しないように送信されるよ
う、制御を受ける。この制御は、局側装置ＯＬＴ２から各宅側装置ＯＮＵ３へデータを送
信するとき、各宅側装置ＯＮＵ３に対して、上り光信号を送信してもよい期間ウインドウ
（以下、単にウインドウともいう）が割り当てられ、制御フレームとして通知されること
で行われる。したがって、同一の光通信システム１において、各宅側装置ＯＮＵ３から送
られる上り光信号は、競合を回避することができる。
【００３４】
　このようにして、宅側装置ＯＮＵ３と局側装置ＯＬＴ２との相互の光通信が行われる。
　図２は、時分割方式を用いて、各宅側装置ＯＮＵ３から光ファイバ４を介して局側装置
ＯＬＴ２へ送られる、上り光フレーム信号の光バースト伝送を示す模式図である。
　上り光フレーム信号は、宅側装置ＯＮＵ３ａからの光バースト信号６ａ、宅側装置ＯＮ
Ｕ３ｂからの光バースト信号６ｂ、宅側装置ＯＮＵ３ｃからの光バースト信号６ｃなどが
互いに時間的に競合しないように、ウィンドウによる制御を受けて、送信される。
【００３５】
　各宅側装置ＯＮＵ３からの光バースト信号に含まれる信号は、プリアンブルＰＡを構成
する同期ビット部と、複数のフレームやセルが含まれたデータ部DATAなどの信号とを含む
。
　同期ビット部は、局側装置ＯＬＴ２内に備わる光バーストビット同期回路のビット同期
確立のために用いられている。同期ビット部のパターンは、ＧＥ－ＰＯＮでは８Ｂ１０Ｂ
のアイドル信号となっている。そのマーク率（０，１の比率）は通常５０％、ビット数は
固定となっている。１０Ｇ－ＥＰＯＮでは固定の６６ビットの同期パターンの繰り返し信
号となっている。そのマーク率は、同期ビット部においては、通常５０％、ビット数は固
定となっている。
【００３６】
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　図３は、本発明の光信号中継装置７の構成を示すブロック図であり、図４、図５は、そ
の中の光／電気モジュール７１の細部を示す。図６は、光信号中継装置７内の各部の信号
波形図である。
　光信号中継装置７は、光バースト信号をバースト受信信号（バースト受信信号という；
図６（ａ）参照）に変換し、光信号に戻して中継する装置である。
【００３７】
　本実施の形態では、光信号中継装置７は、双方向の光信号中継装置７であって、一方が
宅側装置ＯＮＵから局側装置ＯＬＴへの上りの光バースト信号を中継し、他方が局側装置
ＯＬＴから宅側装置ＯＮＵへの下りの光連続信号を中継する。
　上りの光バースト信号を中継する光信号中継装置７は、図３に示すように、光バースト
信号をバースト受信信号に変換する光／電気モジュール７１と、光バースト信号の受信開
始／受信終了を検出することのできるタイミング制御部７７とを備えている。
【００３８】
　光／電気モジュール７１は、図４に示すように、光／電気変換素子７１１と、光／電気
変換素子７１１による光検出信号（バースト受信信号という）を増幅するプリアンプ７１
２と、プリアンプ７１２の出力に対してキャパシタを介してＡＣ結合されプリアンプ７１
２の出力信号をさらに増幅するポストアンプ７１３とを備えている。
　ポストアンプ７１３は、図５に示すように、プリアンプ７１２の出力信号を増幅する増
幅部８１と、バースト受信信号を所定の閾値を用いて二値化する二値化部８２とを備えて
いる。ポストアンプ７１３は、さらにバースト受信信号が存在しているかどうかを検出す
るためのピークホールド回路８３（強度検出回路）と、信号検出部８４とを備えている。
信号検出部８４は、ピークホールド回路８３の出力を検出閾値と比較し、ピークホールド
回路８３の出力が検出閾値を超えている時間だけ、ＳＤ信号（図６（ｂ）参照）を出力す
る。
【００３９】
　ピークホールド回路８３は、タイミング制御部７７からＳＤリセット信号（図６（ｃ）
参照）を受け入れる。このＳＤリセット信号は、タイミング制御部７７がバースト受信信
号をモニタし、例えば、バースト受信信号の二値のうち”０”が所定時間続いたことを検
出した場合に、バースト受信信号が終了したと判断し、ピークホールド回路８３に送る信
号（ＳＤリセット信号）である。このＳＤリセット信号の時間をリセット時間Ｔrstとい
う。リセット時間Ｔrstは、光信号中継装置７で設定される時間であり、リセット時間Ｔr
stが短かすぎると、ＳＤリセット信号でピークホールド回路８３をリセットしても、前段
にあるプリアンプ７１２や交流結合回路（ＡＣ結合）に電荷が残っているため、残った電
荷が次のバースト信号と誤検出されてしまうおそれがある。
【００４０】
　またリセット時間Ｔrstは、ＰＯＮシステムで使われる最小のバースト信号長より短く
設定することが好ましい。最小のバースト信号以上に設定すると、連続バースト受信判定
を出力する場合、リセット時間内に、光信号中継装置７を通らないＯＮＵ（例えば図１に
示すＯＮＵ３ｄ）が送信する次のバースト信号が重なるおそれがあるからである。バース
ト信号長より短く設定することにより、このような次のバースト信号と衝突しないことが
保証される。
【００４１】
　図３を参照して、光／電気モジュール７１は、光バースト信号有りの状態を示す信号検
出信号（ＳＤ信号）をタイミング制御部７７に供給する。タイミング制御部７７は、この
ＳＤ信号をもとに光バースト信号の受信開始を知ることができる。また、タイミング制御
部７７は光／電気モジュール７１の出力をモニタして受信終了を知ることができる。受信
終了を検知した時、前述したように、ＳＤリセット信号を光／電気モジュール７１に供給
する。
【００４２】
　本発明の実施形態では、連続バースト受信判定部７２を設けている。この連続バースト
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受信判定部７２は、ＳＤ信号とＳＤリセット信号とを入力して、ひとつのＳＤ信号が終了
し、前記リセット時間Ｔrstの経過した時点で、次のＳＤ信号が検出されていると判定し
た場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号をタイミング制御部７７に出
力する回路である。ひとつのＳＤ信号が終了し、前記リセット時間Ｔrstの経過後、次の
ＳＤ信号が検出されていない場合には、前記連続バースト受信判定信号を出力しない。
【００４３】
　「前記リセット時間Ｔrstの経過後、次のＳＤ信号が検出されている」ならば、ひとつ
のバースト受信信号が終了し、前記リセット時間Ｔrstが経過する前に、すでに次のバー
スト受信信号が入ってきている。つまり、隣接する上りの光バースト信号が、ほぼ連続し
た状態で光信号中継装置７に入ってきている、ということである。連続バースト受信判定
部７２は、このような、上りの光バースト信号の連続受信状態を判定する。
【００４４】
　連続バースト受信判定信号の継続期間は、前記リセット時間Ｔrstの経過時点を０とす
ると、時点Ｔ１からＴ２までである（図６（ｄ）参照）。Ｔ２－Ｔ１は、０＜（Ｔ２－Ｔ
１）＜Ｔrstを満たす値に設定される。Ｔ２は、Ｔrst以上、１つの光バースト信号の中の
同期ビット部が続く時間以下の値に設定される。
　０でないＴ１を設ける意味は、光信号中継装置７から出力される隣接するバースト信号
間に、最小のバースト間隔を確保するためである。Ｔ２はＴrstに等しいか、それよりも
長い値に設定するとよい（図６（ｄ）では、Ｔ２＝Ｔrstの場合が例示されている）。
【００４５】
　光／電気モジュール７１で変換されたバースト受信信号は、クロック再生部（図示せず
）に入力される。クロック再生部は、光バースト信号に基づいて、光バースト信号の各ビ
ットに同期したクロック信号を抽出する。この信号を「再生クロック」という。そして再
生クロックによってバースト受信信号の各ビットをサンプリングして遅延バッファ部７３
に書き込む。
【００４６】
　遅延バッファ部７３は遅延時間に応じた深さを持つＦＩＦＯメモリで構成され、光信号
中継装置７の基準クロックで読み出す。基準クロックには、局側端局装置ＯＬＴ２から子
局ＯＮＵ３への下り信号を中継する際に抽出した再生クロックを用いることができる。
　なお、再生クロックを用いず、外部から基準クロックを入力して、その基準クロックに
基づいて時間管理することとしてもよい。
【００４７】
　図６（ｅ）は遅延バッファ部７３に書き込まれる前のバースト受信信号を示し、図６（
ｆ）は、遅延バッファ部７３に書き込まれた後のバースト受信信号を示す。遅延バッファ
部７３の中の遅延時間Ｔdelayは、Ｔrstに等しいか又はそれ以上の値に設定するとよい（
図６（ｆ）では、Ｔ２＝Ｔrstの場合が例示されている）。遅延時間Ｔdelayの設定の上限
は、１つの光バースト信号の中で同期ビット部が続く時間である。
【００４８】
　切替部７５は、同期パターン保持部７４から出力される同期パターン信号と、遅延バッ
ファ部７３から出力されるバースト受信信号とを、タイミング制御部７７からの切替信号
に基づいて切り替える。
　本発明のひとつの実施形態では、タイミング制御部７７は、連続バースト受信判定信号
が継続している期間中（図６（ｄ）参照）、切替部７５に切替え信号を送り、遅延された
バースト受信信号を、同期パターン信号に切替えさせる。したがって遅延されたバースト
受信信号が、同期パターン信号で置き換えられる。この置き換えにより、「次のバースト
受信信号」に対して、最小のバースト間隔を設けた上で、リセット信号期間中に受信する
ことができなかったバースト受信信号の最初の部分を補完することができる。
【００４９】
　本発明の他の実施形態では、バースト受信信号だけでなく、ＳＤ信号も遅延バッファ部
７３に送り込み、遅延バッファ部７３から、遅延されたバースト受信信号とＳＤ信号とを
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取り出す。バースト受信信号とＳＤ信号の遅延時間は、ともに同じ時間であってもよい。
　この場合、遅延されたＳＤ信号の波形を図６（ｇ）に示す。タイミング制御部７７は、
連続バースト受信判定信号が継続している期間中（図６（ｄ）参照）と、遅延されたＳＤ
信号が継続している期間中（図６（ｇ）参照）との論理和（図６（ｈ）参照）をとり、そ
の論理和に基づいて、切替部７５に切替え信号を送り、遅延されたバースト受信信号を、
同期パターン信号に切替えさせる。
【００５０】
　なお、タイミング制御部７７は、論理和が続いている期間中、切替部７５に切替え信号
を送り続けることとすれば、データ部分も同期パターンに置き換えてしまうおそれがある
ので、プリアンブル時間内で切り替えを解除するようにしている。
　この「他の実施形態」では、「次のバースト受信信号」に対して、最小のバースト間隔
を設けた上で、リセット時間のためにＳＤ信号が発生しなかった同期パターンの前の部分
と、リセット時間が過ぎてＳＤ信号が発生した同期パターンの後の部分とのいずれも、同
期パターン信号で置き換えることができる。
【００５１】
　なおいずれの実施形態でも、前述したように、遅延バッファ部７３と同期パターン保持
部７４とは再生クロック若しくは基準クロックで同期されており、切替え制御も再生クロ
ック若しくは基準クロックで同期させることで、切替による周波数変動や位相変動は発生
しない。なお、切替時に同期パターンが壊れる可能性があるが、せいぜい切り替えた１ビ
ットの前後に限定されるので、周波数変動／位相変動は発生せず、マーク率も大きく変動
することはなく、局側装置ＯＬＴの受信に影響を及ぼすことはない。
【００５２】
　電気／光モジュール７６は、このようにして同期ビット部の先頭が正しい同期パターン
に置換された復元信号を、光バースト信号に変換する（図６（ｊ）参照）。
　以上のようにして、光バースト信号を、その正確な符号形態を保ったまま中継すること
ができる。
　なお、ひとつのＳＤ信号が終了し、次のＳＤ信号が前記リセット時間Ｔrstの経過時点
よりも遅く入ってきた場合、つまり光バースト信号が連続して入ってこない場合の処理を
、図６を用いて説明する。
【００５３】
　この場合、バースト受信信号を遅延させることはいままで説明したとおりであるが、連
続バースト受信判定信号は発生しない（図６（ｄ）の左の部分を参照）。したがって、遅
延されたＳＤ信号（図６（ｈ）参照）に基づいて切替部７５に切替え信号を送り、遅延さ
れたバースト受信信号の先頭部分を同期パターン信号に切替えさせる。この処理によって
、損傷しているかもしれないバースト受信信号の始めの部分を同期パターン信号で置き換
えることができる。なお、バースト信号が連続していない場合にＳＤ信号が検出される前
の部分を補完して中継すると、中継装置よりも局側装置（ＯＬＴ）側でバースト信号が衝
突してしまうおそれがある。例えば、図３の場合、中継装置７からの中継信号と子局ＯＮ
Ｕ３ｄからのバースト信号６ｄと衝突する可能性があり、この衝突を回避することができ
る。
【００５４】
　以上で、本発明の実施形態を説明したが、本発明の実施は、前記に限定されるものでは
なく、本発明の範囲で種々の変更を施すことが可能である。
　本発明の権利範囲は、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及
び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図されている。
【符号の説明】
【００５５】
１　光通信システム
７　光信号中継装置
７１　光／電気モジュール
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７２　連続バースト受信判定部
７３　遅延バッファ部
７４　同期パターン保持部
７５　切替部
７６　電気／光モジュール
７７　タイミング制御部
８４　信号検出部

【図１】 【図２】
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